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第7章 計画の推進について 

7-1  情報基盤の整備と活用 

自転車駐車場に関連する利用状況や修繕状況等の様々な情報を公共施設マネジメントシステムに蓄積

し、それらを所定のフォーマットにて施設カルテや施設保全台帳として整理することにより、基本的方針の

再検討、改修等の優先順位付けの検討等に活用します。 

7-2  推進体制等の整備 

本計画を継続的に推進していくためには、財政所管課や公共施設マネジメント所管課などの関係各課

との連絡調整や情報共有に努め、関係各課が一体となってマネジメントに取り組む必要があります。 

また、安全安心対策課のみで判断することが難しい案件が発生した場合は必要に応じて、取手市公共施

設マネジメント戦略会議等を通じて、全庁的に意見をまとめ最終決定を行います。 
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7-3  フォローアップ 

本計画は現時点での状況を基に策定していますので、今後の状況変化等に応じた計画的な管理を行っ

ていくために、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)サイクルを活用し、定期的な見直

しを図ります。 

Plan  ：本計画の策定 

Do   ：本計画に基づく自転車駐車場の修繕、点検等の実施 

Check：施設の利用状況・コスト状況等の進捗状況の評価、検証 

Action：評価・検証を踏まえ、計画の改善を検討 

 

 

7-4  市民との情報共有・協働のあり方について 

自転車駐車場は多くの市民に利用される施設であることから、市民や利用者との協働でマネジメントを

進めていくために、広報誌やホームページを通じた施設情報の公開、アンケート等での意見募集を促進し、

市民との情報共有を図りながら検討を進めていきます。 
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参考資料 

（1）  建物調査シート 
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